
      特定建設作業実施届出書の届出日について 

 特定建設作業実施届出書は作業を開始する日の 7 日前までに届出を行ってください。 

※日数の算定には届出の日及び作業開始日は含みません。 

 

例）特定建設作業を 10 月 26 日に開始する場合→10 月 18 日までに届出が必要となります。 
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